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○栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則 

平成２２年３月２９日 

規則第９１号 

改正 平成２３年９月１２日規則第２８号 

平成２６年３月３１日規則第５３号 

平成２８年２月１５日規則第２号 

平成２９年１２月１３日規則第３９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木市自転車等の放置防止に関する条例（平成２２年栃木市条例第１１５号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（放置禁止区域標識の設置） 

第２条 市長は、条例第６条第１項の規定により自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）

を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識（別記様式第１号）を設置する

ものとする。 

（告示事項） 

第３条 条例第６条第２項に規定する告示は、放置禁止区域の範囲を明確にして行うものとする。 

２ 条例第１１条に規定する告示は、移動し、保管した旨のほか、次に掲げる事項について行うものと

する。 

(1) 移動年月日及び放置されていた場所 

(2) 保管した自転車等の種別又は型式 

(3) 保管場所の名称及び位置 

(4) 保管期間 

(5) 返還の方法 

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（条例第９条第１項における時間） 

第４条 条例第９条第１項に規定する時間は、警告札を取り付けてから２時間経過後とする。 

（自転車等保管台帳の記載） 

第５条 条例第９条第２項及び第１０条第２項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管

台帳（別記様式第２号）に記載するものとする。 

（保管期間） 

第６条 条例第９条第２項に規定する相当の期間は、条例第１１条に規定する告示の日から起算して、

３月とする。 

（平２８規則２・一部改正） 

（警告期間） 
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第７条 条例第１０条第２項に規定する相当の期間は、７日間とする。 

（条例第１３条における一定期間） 

第８条 条例第１３条に規定する一定期間は、条例第１１条に規定する告示の日から起算して、３月と

する。 

（平２８規則２・一部改正） 

（自転車等の返還） 

第９条 自転車等の返還を受けようとする当該自転車等の利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）

は、その氏名及び住所並びに自転車等のかぎその他当該利用者等であることを証明するものを市長に

提示し、かつ、受領書（別記様式第３号）と引換えに返還を受けるものとする。 

２ 前項の規定により保管された自転車等の返還を受けようとする者は、条例第１２条第１項に規定す

る移動及び保管に要した費用として、１台につき２，０００円を納付しなければならない。 

（平２６規則５３・平２９規則３９・一部改正） 

（移動及び保管費用の納付免除） 

第１０条 条例第１２条第２項の規則で定める者は、次のとおりとする。 

(1) 盗難された自転車等で移動され、及び保管されたものの利用者等 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者 

２ 移動及び保管に要した費用の納付の免除を受けようとする者は、自転車等移動保管費用納付免除申

請書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平

成１５年栃木市規則第２０号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（西方町の編入に伴う経過措置） 

３ 西方町の編入の日の前日までに、編入前の西方町自転車放置の防止に関する規則（平成１５年西方

町規則第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされ

た処分、手続その他の行為とみなす。 

（平２３規則２８・追加） 

附 則（平成２３年規則第２８号） 

この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成２６年規則第５３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に放

置禁止区域から移動し、保管された自転車等の返還を受けようとする者から適用する。 

附 則（平成２８年規則第２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 改正後の栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の自転車等を移動し、保管した旨の告示（以下「告示」という。）から適用し、

施行日前になされた告示については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栃木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に移動し、保管した自転車等の返還を受けようとする者から適用し、施行日前

に移動し、保管した自転車等の返還を受けようとする者については、なお従前の例による。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第９条関係） 

別記様式第４号（第１０条関係） 

 


